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〈
大
宮
〉
考

―
―
神
の
名
か
ら
人
称
へ
―
―

土
　
居
　
奈
　
生
　
子

一
　
は
じ
め
に

　

平
安
中
期
以
降
に
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
作
り
物
語
に
は
し
ば
し
ば
〈
大

宮
〉
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
。
同
時
期
、
仮
名
文
学
作
品
、
あ
る
い
は

公
家
日
記
と
い
っ
た
記
録
性
の
高
い
史
料
に
お
い
て
、
実
在
の
人
物
に
対
し

「
大
宮
」
と
表
記
す
る
（
呼
ぶ
）
こ
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
者
、
実

在
の
人
物
に
対
す
る
呼
び
方
、
つ
ま
り
人
称
と
し
て
の
先
行
研
究
に
は
、
ま
ず

米
田
雄
介
氏
の
論
考
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
）
1
（
う
。
論
者
は
「
作
り
物
語
」
を
研

究
す
る
立
場
か
ら
、
第
二
に
高
田
信
敬
氏
の
論
考
の
注
記
に
も
注
目
し
て
い
）
2
（
る
。

　

右
の
先
学
に
導
か
れ
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
〈
大
宮
〉
に
つ
い

て
考
察
を
行
っ
）
3
（

た
。
一
連
の
考
察
に
よ
り
、
同
物
語
内
に
お
け
る
〈
大
宮
〉
の

共
通
性
や
役
割
の
一
端
を
見
い
だ
せ
た
と
思
う
。
だ
が
同
時
に
、
他
の
作
り
物

語
に
登
場
す
る
〈
大
宮
〉、
あ
る
い
は
実
在
の
人
物
に
対
す
る
呼
称
用
例
に
も

触
れ
、
そ
こ
に
新
た
な
疑
問
が
生
じ
、
可
能
な
限
り
調
査
、
整
理
し
、
考
察
す

る
必
要
を
強
く
感
じ
た
。
次
か
ら
次
へ
と
疑
問
が
生
じ
る
根
幹
に
は
、
こ
の
語

の
持
つ
「
重
さ
」
と
「
柔
軟
性
」
が
あ
ろ
う
。
律
令
な
ど
に
基
づ
く
明
確
な
身

分
・
地
位
規
定
を
も
た
ず
、
一
見
、
天
皇
を
祖
先
に
持
つ
親
族
集
団
、
あ
る
い

は
天
皇
を
中
心
と
す
る
親
族
集
団
の
中
で
、
日
常
、
何
気
な
く
用
い
ら
れ
る
呼

称
の
ひ
と
つ
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
用
例
の
見
ら
れ
る
文
脈
上
で
は
、「
大

宮
」
の
語
が
、
后
や
親
王
、
内
親
王
と
い
っ
た
公
的
身
分
を
有
す
る
人
物
を
呼

ぶ
呼
称
と
し
て
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
他
の
呼
称
の
う
ち
か
ら
意
識
的
に
選
択

さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
成
立
し
た
作
品
、
実
在
し

た
人
物
に
対
す
る
「
大
宮
」
用
例
の
分
布
を
確
認
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
更
に
さ

か
の
ぼ
り
「
大
宮
」
の
語
が
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
書
き
と
ど
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
前
の
時
代
の
様
相
に
つ
い
て
、「
〜
宮
」
の
用
例
と
と
も
に

「
大
宮
売
神
（
オ
ホ
ミ
ヤ
ノ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）」
な
る
女
神
の
存
在
を
手
掛
か
り
に

考
え
て
み
た
い
。

二
　
人
称
「
大
宮
」
の
用
例
分
布

　
『
源
氏
物
語
』
成
立
以
前
に
実
在
し
た
人
物
に
対
し
使
わ
れ
て
い
る
例
を
、

そ
の
人
物
の
在
世
が
早
い
順
に
列
記
す
る
。

　
（
一
）
藤
原
穏
子
（
醍
醐
帝
后
）　

…
『
延
喜
御
集
』（
二
例
）

　
（
二
）
昌
子
内
親
王
（
冷
泉
帝
后
）
…
『
冷
泉
院
御
集
』（
一
例
）
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『
石
山
寺
縁
起
』（
一
例
）

『
小
右
記
目
録
』（
二
例
）

　
（
三
）
藤
原
彰
子
（
一
条
帝
后
）　

…
『
紫
式
部
日
記
』『
大
鏡
』『
栄
花
物

語
』『
左
経
記
』『
御
堂
関
白
記
』

　
（
一
）
の
『
延
喜
御
集
』、（
二
）
の
『
冷
泉
院
御
集
』
の
用
例
は
、
ど
ち
ら

も
詞
書
に
見
ら
れ
る
。
前
節
に
挙
げ
た
米
田
氏
の
研
究
は
歴
史
学
の
立
場
か
ら

の
も
の
で
、
両
集
を
含
め
国
文
学
の
資
料
中
の
用
例
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。

ま
た
米
田
氏
は
（
二
）
の
『
石
山
寺
縁
起
』『
小
右
記
目
録
』
に
つ
い
て
、
後

世
（
太
皇
太
后
＝
大
宮
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
平
安
・
鎌
倉
時
代
）
の

編
集
時
点
で
の
知
識
に
基
づ
く
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
（
三
）
の
『
紫
式
部
日

記
』
を
除
い
た
用
例
を
持
っ
て
「
大
宮
の
称
の
成
立
期
」
と
し
、
や
が
て
「
太

皇
太
后
宮
の
称
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
）
4
（
た
」
と
言
う
。

　

米
田
氏
の
論
考
は
、
人
称
と
し
て
の
「
大
宮
」
が
い
わ
ゆ
る
キ
サ
キ
の
別
称

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
キ
サ
キ
は
キ
サ
キ
で
も
、
ど
の

キ
サ
キ
を
指
し
て
い
る
の
か
、
に
論
点
は
絞
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
そ
う
し
た

前
提
そ
の
も
の
を
一
度
取
り
去
り
、
考
え
た
い
と
思
う
。

　

次
に
、
い
わ
ゆ
る
作
り
物
語
の
人
物
に
関
し
用
い
ら
れ
る
例
を
挙
げ
る
。

　
（
1
）『
う
つ
ほ
物
語
』…
嵯
峨
院
の
女
一
宮
・
そ
の
母
大
后
の
宮

　
（
2
）『
落
窪
物
語
』　

…
故
大
宮

　
（
3
）『
源
氏
物
語
』　

… 

左
大
臣
妻
・
弘
徽
殿
大
后
・
式
部
卿
宮
・
明
石
中

宮

　
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
た
作
り
物
語
を
扱
う
者
に
と
っ
て
、「
大
宮
」

と
呼
ば
れ
る
人
物
達
は
な
じ
み
深
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
資
料
の
範
囲

を
ひ
ろ
げ
て
も
意
外
と
用
例
は
少
な
く
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
か
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
、
実
在
の
人
物
の
場
合
、
社
会
的
身
分
が
キ
サ
キ
の
範
中
に
収

ま
る
の
に
対
し
て
、
作
り
物
語
の
場
合
で
は
、
親
王
・
内
親
王
に
ま
で
拡
が
る

点
に
注
意
し
た
い
。
性
別
に
お
い
て
も
、
女
性
の
印
象
が
強
い
が
、
男
性
に
も

使
用
さ
れ
る
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
用
例
が
少
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
前
の
時
代
で
人
に
対
し
使
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
、
そ
れ
が
平
安
中
期
に
な
り
急
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
も
考
え
に
く
い
。
書
か
れ
る
前
に
は
、
あ
る
程
度
、
社
会
の
中
で
の
一
般
的

な
使
用
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

三
　「
大
宮
」
用
例
の
周
辺

　

こ
の
想
定
に
つ
い
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
す
で
に
「
大
宮
（
於
保
美
夜
）」

の
語
は
、
上
代
に
「
御
殿
・
皇
居
」
の
意
味
で
存
在
し
、「
大
宮
人
」「
大
宮

所
」
と
い
っ
た
派
生
語
も
あ
っ
）
5
（
た
。
語
構
成
は
「
オ
ホ
（
大
）」
＋
「
ミ
（
美
）」

＋
「
ヤ
（
屋
）」。「
オ
ホ
」
も
「
ミ
」
も
美
称
の
接
頭
語
で
あ
る
か
ら
、
建
物

を
意
味
す
る
「
ヤ
」
以
外
は
特
定
の
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

冒
頭
で
述
べ
た
「
重
さ
」「
柔
軟
性
」
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
語
自
体
に
性
別
を
表
す
よ
う
な
要
素
は
な
い
。
後
述
す
る
「
大
宮
売

神
」
が
「
メ
（
女
あ
る
い
は
妻
）」
を
持
ち
、『
古
事
記
』
に
登
場
す
る
屋
敷
の

神
「
大
屋
毘
古
神
（
オ
ホ
ヤ
ビ
コ
ノ
カ
ミ
）」
が
「
ヒ
コ
（
彦
）」
を
持
ち
、
そ

れ
ぞ
れ
女
神
、
男
神
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら

か
で
あ
る
。

　
「
ミ
ヤ
（
宮
）」
の
語
に
注
目
す
れ
ば
、
上
代
に
は
や
は
り
「
御
殿
。
宮
殿
。
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天
皇
や
后
・
皇
子
の
住
居
。
ミ
は
接
頭
語
。
ヤ
は
）
6
（
屋
」
と
あ
り
、
住
居
用
の
立

派
な
建
物
を
指
し
、
特
に
天
皇
を
中
心
と
し
た
親
族
の
住
居
に
対
し
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
後
に
、
そ
の
建
物
に
住
ま
う
貴
人

を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
異
議
は
な
い
の
だ
が
、
い
つ
か
ら
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
）
7
（
編
』「
き
さ
き
の
み
や
」
の
【
考
】
の
件
に
、

「
尊　
皇
后
、
曰　
皇
太
后　
」（
綏
靖
紀
元
年
）
の
「
皇
后
」
に
対
し
て
キ

サ
キ
の
訓
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
個
所
に
キ
サ
キ
ノ
ミ
ヤ
の
訓
を

付
す
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
皇
后
も
し
く
は
皇
后
の
地
位
を
キ

サ
キ
ノ
ミ
ヤ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

（
二
四
〇
頁
）

と
あ
る
。
皇
后
の
御
殿
を
指
す
「
皇
后
宮
」「
後
宮
」
に
対
し
て
キ
サ
キ
ノ
ミ

ヤ
の
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
用
例
に
ま
じ
り
、「
皇
后
」
二
文
字
に
対
し
キ
サ
キ

ノ
ミ
ヤ
の
訓
を
持
つ
用
例
へ
の
指
摘
で
あ
る
。

　

大
野
晋
氏
に
よ
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
諸
本
の
訓
読
は
、
一
般
に
文
章
の
語

句
す
べ
て
を
和
訓
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
残
さ
れ
て
い
る
和
訓
は
、
万
葉

仮
名
表
記
を
持
つ
語
を
の
ぞ
け
ば
、
平
安
前
期
に
お
い
て
日
本
書
紀
の
講
書
が

行
わ
れ
て
い
た
頃
の
も
の
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
講
書
に
用
い
ら
れ
た
訓
と
、

当
時
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
訓
は
イ
コ
ー
ル
で
な
い
た
め
、
古
体
を
示

す
訓
も
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
て
い
）
8
（
る
。

　

先
に
引
用
し
た
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
が
挙
げ
る
綏
靖
天
皇
元
年
の
条
、

「
尊　
皇
后
、
曰　
皇
太
后　
」
は
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
「
皇き
さ
き后
を
尊
び
て

皇お
ほ
き
さ
き

太
后
と
曰
）
9
（
す
」
と
訓
み
下
さ
れ
て
い
る
。「
天
皇
即
位
の
年
の
記
事
に
先
帝

の
皇
后
を
皇
太
后
と
す
る
記
事
を
お
く
」「
書
紀
の
通
）
10
（
例
」
文
で
あ
り
、
続
く

安
寧
天
皇
以
下
、
巻
三
に
記
述
が
あ
る
天
皇
の
元
年
の
条
に
は
同
文
が
確
認
で

き
、
同
じ
よ
う
に
訓
み
下
さ
れ
て
い
る
。「
皇
后
」
に
「
キ
サ
キ
ノ
ミ
ヤ
」
の

訓
を
持
つ
伝
本
が
ど
れ
で
あ
る
の
か
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
は
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
訓
の
主
流
で
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

平
安
時
代
前
期
の
仮
名
作
品
に
目
を
転
ず
る
と
、『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
、

①
「
む
か
し
、
ひ
ん
が
し
の
五
条
に
、
お
ほ
き
さ
い
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、

に
し
の
た
い
に
、
す
む
人
有
（
り
）
け
）
11
（
り
」。
あ
る
い
は
『
古
今
和
歌
集
』
巻

第
七
・
賀
歌
・
歌
番
号
三
五
一
の
詞
書
②
「
さ
だ
や
す
の
み
こ
の
、
き
さ
い
の

宮
の
五
十
の
賀
た
て
ま
つ
る
御
屏
風
に
、
…
（
後
略
）
12
（

）」、
巻
第
十
七
・
雑
歌

上
・
歌
番
号
八
七
四
の
詞
書
③
「
寛
平
御
時
、
う
へ
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
侍
（
り
）

け
る
を
の
こ
ど
も
、
か
め
を
も
た
せ
て
、
き
さ
い
の
宮
の
御
方
に
、『
お
ほ
み

き
の
お
ろ
し
』
と
、
き
こ
え
に
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
を
、
…
（
後
略
）」、
巻

第
十
八
・
雑
歌
下
・
歌
番
号
九
六
六
の
詞
書
④
「
み
こ
の
宮
の
た
ち
は
き
に
侍

（
り
）
け
る
を
、
…
（
後
略
）」
な
ど
が
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

二
つ
の
作
品
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
宮
」
の
例
が
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
御

殿
」
の
意
で
あ
り
、「
御
殿
」
の
意
で
の
使
用
の
方
が
多
数
を
占
め
る
。『
古
今

和
歌
集
』
に
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
を
も
と
と
し
所
収
さ
れ
て
い
る
和
歌
、

そ
れ
に
付
さ
れ
る
詞
書
に
つ
い
て
も
「
在
民
部
卿
家
歌
合
」
の
如
く
主
催
場
所

と
し
て
の
意
味
割
合
が
高
い
と
判
断
し
た
。「
意
味
割
合
」
な
ど
と
回
り
く
ど

い
表
現
を
し
た
が
、
違
う
言
い
方
を
す
れ
ば
「
主
催
場
所
」「
主
催
者
」
双
方

を
意
味
す
る
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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以
上
か
ら
考
え
る
と
、「
宮
（
ミ
ヤ
）」
の
語
が
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

も
は
じ
め
は
『
日
本
書
紀
』
の
訓
や
①
〜
③
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
皇
后

の
居
所
を
指
す
「
后
宮
（
キ
サ
キ
ノ
ミ
ヤ
）」
か
ら
皇
太
后
、
あ
る
い
は
皇
后

で
あ
る
キ
サ
キ
本
人
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
い
で
「
み
こ

の
宮
」、
つ
ま
り
皇
太
子
を
指
し
、
さ
ら
に
は
親
王
や
内
親
王
と
い
っ
た
人
々

に
ま
で
使
用
範
囲
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

背
景
に
は
、
唐
の
長
安
に
な
ら
っ
た
平
安
京
に
い
た
り
、
遷
都
す
る
こ
と
な

く
内
裏
を
中
心
に
都
（
都
市
）
が
整
備
さ
れ
、
居
住
地
域
が
大
路
名
と
と
も
に

固
定
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
語
の
傾
向

を
も
っ
て
都
市
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
宮
」
の
語
が
人
に
対
し
て
使
用
さ
れ
始
め
れ
ば
、
ま
も
な
く
「
大
宮
」
の

語
に
つ
い
て
も
人
へ
の
使
用
が
始
ま
っ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
。
先
の
引
用
中

に
出
て
き
た
「
皇き
さ
き后
」「
皇お
ほ
き
さ
き

太
后
」、
あ
る
い
は
神
の
名
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

似
通
っ
た
二
者
を
区
別
す
る
際
、
世
代
の
違
い
や
尊
敬
の
念
を
込
め
「
大
（
オ

ホ
）」
を
冠
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
）
13
（
る
。

四
　
大
宮
売
神

　
「
大
宮
売
神
（
オ
ホ
ミ
ヤ
ノ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）」
と
い
う
女
神
は
、
も
と
も
と
丹

後
の
地
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
、
そ
の
名
は
見
ら

れ
ず
両
書
成
立
時
期
よ
り
間
も
な
い
頃
、
朝
廷
に
取
り
込
ま
れ
た
ら
し
い
。

『
古
語
拾
遺
』
に
斎
部
の
祖
先
神
と
し
て
、『
延
喜
式
』
に
宮
中
八
神
の
一
柱
、

ま
た
造
酒
司
の
神
と
し
て
登
場
す
る
。
文
献
上
、
そ
の
名
前
を
確
認
で
き
る
時

期
が
、
前
節
に
お
い
て
検
討
し
た
「
宮
」
の
語
の
人
へ
の
使
用
が
始
ま
っ
た
時

期
と
重
な
る
こ
と
、〈
大
宮
〉
に
は
女
性
が
多
い
こ
と
、
主
に
こ
の
二
点
か
ら

〈
大
宮
〉
を
考
え
る
際
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
調
査
・
考
察

を
試
み
る
。

　
「
大
宮
売
神
社
」
は
京
都
府
京
丹
後
市
大
宮
町
に
現
在
も
あ
る
。
本
社
に

「
大
宮
比
売
命
」「
若
宮
比
売
命
」
を
祭
る
。
創
立
年
代
は
未
詳
だ
が
、
近
代
以

降
の
考
古
調
査
か
ら
境
内
全
体
が
か
な
り
広
い
弥
生
遺
跡
の
上
に
乗
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
遺
跡
を
母
胎
と
し
た
非
常
に
古
い
、
全
国
的

に
も
珍
し
い
神
社
と
言
わ
れ
）
14
（
る
。

　
『
日
本
三
大
実
録
』
貞
観
元
年
（
清
和
天
皇
・
八
五
九
年
）
正
月
二
十
七
日

の
条
に
「
丹
後
國
従
五
位
下
大
川
神
、
大
宮
売
神
に
並
び
に
従
五
位
）
15
（
上
」
と
あ

る
。『
延
喜
式
』
巻
第
十
・
神
名
下
に
⑶
「
丹
後
国
六
十
五
座
」「
丹
波
郡
九

座
」「
大
宮
売
神
社
二
社
〈
名
神
大
）
16
（

〉」
と
あ
る
。
巻
第
三
「
臨
時
祭
」
に
も
同

様
の
記
述
が
あ
り
、
同
地
の
主
要
な
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
の
遺
跡

調
査
と
あ
わ
せ
、
そ
の
古
さ
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
『
延
喜
式
』
の
他
所
に
目
を
転
ず
る
と
、
巻
第
九
・
神
名
上
に
宮
中

に
祭
ら
れ
る
八
神
の
一
柱
と
し
て
、
ま
た
造
酒
司
の
神
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
八
神
と
し
て
神
祇
官
西
院
の
ほ
か
、
伊
勢
斎
宮
の
野
宮
、
大
嘗
祭

の
八
神
殿
に
お
い
て
も
祀
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
巻
第
一
、
二
・
四
時
祭
上
下
、

巻
第
五
・
斎
宮
、
巻
第
七
・
践
祚
大
嘗
祭
、
巻
第
八
・
祝
詞
（
祈
年
の
祭
・
六

月
の
月
次
の
祭
・
大
殿
祭
）
な
ど
に
、
そ
の
名
が
散
見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
⑴
宮

中
八
神
、
⑵
造
酒
司
の
神
、
⑶
丹
後
地
方
の
神
、
そ
れ
ぞ
れ
三
柱
の
神
の
名
が

あ
っ
て
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
、
一
柱
の
神
の
名
を
も
っ
て
信
奉
さ
れ
て
い
る
の
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で
あ
る
。

　
『
延
喜
式
』
成
立
の
前
に
は
、
現
在
内
容
が
残
っ
て
い
な
い
『
貞
観
式
』、
さ

ら
に
は
『
弘
仁
式
』
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
を
推
測
で
き
る
も
の
と
し
て
、
篇

目
を
手
掛
か
り
に
比
較
す
る
と
、
神
名
、
斎
宮
、
践
祚
大
嘗
祭
、
祝
詞
に
つ
い

て
は
『
弘
仁
式
』
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
先
に
『
延
喜
式
』
の
記
述

と
し
て
引
用
し
た
⑶
に
関
す
る
部
分
、
ま
た
次
に
引
用
す
る
記
述
に
つ
い
て
も

式
の
編
纂
が
始
ま
っ
た
平
安
時
代
初
期
の
頃
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

宮
中
の
神
三
十
六
座

神
祇
官
の
西
院
に
坐い
ま

す
御み
か
ん
な
ぎ巫
ら
の
祭
る
神
二
十
三
座
〈
み
な
大
、
月

次
・
新
嘗
〉

⑴　

 

御
巫
の
祭
る
神
八
座
〈
み
な
大
、
月
次
・
新
嘗
、
中
宮
・
東
宮
の
御
巫

も
ま
た
同
じ
〉

神か
み
む
す
ひ

産
日
神　
　
　
　

高た
か
み
む
す
ひ

御
産
日
神　
　
　
　

玉た
ま
る
む
す
ひ

積
産
日
神

生い
く
む
す
ひ

産
日
神　
　
　
　

足た
る
む
す
ひ

産
日
神　
　
　
　
　

大お
お
み
や
の
め

宮
売
神

御み

け

つ
食
津
神　
　
　
　

事こ
と
し
ろ
ぬ
し

代
主
神

…
中
略
…

　

⑵　

造み

き酒
司
に
坐
す
神
六
座
〈
大
四
座
・
小
二
座
〉

大お
お
み
や
の
め

宮
売
神
社
四
座
〈
み
な
大
、
月
次
・
新
嘗
〉

酒さ
か
と
の殿
神
社
二
座　

 

〈
み
な
小
〉
酒さ
か
み
ず
お

弥
豆
男
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒さ
か
み
ず
め

弥
豆
女
神

 

（『
延
喜
式
』
巻
第
九
・
神
祇
九
・
神
名
上
、
五
〇
七
〜
五
〇
九
頁
）

大お
お
と
の
ほ
が
い

殿
祭

高
天
の
原
に
神
留
り
坐
す
皇す
め
ら

が
親む
つ
か
む
ろ
き

神
魯
企
・
神か
む
ろ
み

魯
美
の
命
を
以
ち
て
、

皇す
め
み
ま

御
孫
の
命
を
天
つ
高
御
座
に
坐ま

せ
て
、
…
中
略
…
、
神
直
日
命
・
大
直

日
命
、
聞
き
直
し
見
直
し
て
、
平
ら
け
く
安
ら
け
く
知
ろ
し
食
せ
と
白
す
。

⑷ 

詞
別
き
て
白
さ
く
、
大
宮
売
命
と
御
名
を
申
す
事
は
、
皇
御
孫
の
命
の
同

じ
殿
の
裏う
ち

に
塞
が
り
坐
し
て
、
参ま

い入
り
罷ま
か
ず出
る
人
の
選
び
知
ら
し
、
神
た

ち
の
い
す
ろ
こ
ひ
あ
れ
び
坐
す
を
、
言
直
し
和
し
〈
古
語
に
夜や

は

し
波
志
と
云

う
〉
坐
し
て
、
皇
御
孫
の
命
の
朝
の
御み

け膳
・
夕
べ
の
御
膳
に
供
え
奉
る
ひ

れ
懸
く
る
伴
の
緒
・
襁た
す
き

懸
く
る
伴
の
緒
を
、
手
の
躓
い
・
足
の
躓
い

〈
古
語
に
麻ま

が

ひ
我
比
と
云
う
〉
な
さ
し
め
ず
て
、
親
王
・
諸
王
・
諸
臣
・
百

の
官
の
人
ど
も
を
、
己
が
乖む

き
乖
き
あ
ら
し
め
ず
、
邪
し
き
意
・
穢
き
心

な
く
、
宮
進
め
に
進
め
、
宮
勤
め
に
勤
め
し
め
て
、
咎
過
ち
あ
ら
む
を
ば
、

見
直
し
聞
き
直
し
坐
し
て
平
ら
け
く
安
ら
け
く
仕
え
奉
ら
し
め
坐
す
に
よ

り
て
、
大
宮
売
命
と
御
名
を
称
え
辞ご
と

竟お

え
奉
ら
く
と
白
す
。

 

（『
延
喜
式
』
巻
第
八
・
祝
詞
、
四
七
一
〜
四
七
五
頁
）

　

祝
詞
と
し
て
は
「
祈
年
の
祭
」「
六
月
の
月
次
の
祭
」
に
も
「
大
宮
売
神
」

の
名
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
上
段
に
引
用
し
た
⑴
宮
中
八
神
の
名
を
「
神
産

日
神
」
か
ら
順
に
唱
え
る
の
に
対
し
、「
大
殿
祭
」
で
は
⑷
の
よ
う
に
「
大
宮

売
神
」
に
対
す
る
詞
章
が
特
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
虎
尾
俊
哉
氏
は
「
祝
詞
は
二
段
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
は

前
段
だ
け
で
、
新
た
に
宮
殿
が
造
営
さ
れ
た
時
に
こ
の
祭
が
行
な
わ
れ
、
こ
の

祝
詞
が
読
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
神
今
食
・
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
の
前

後
や
斎
宮
・
斎
院
卜
定
の
後
な
ど
に
も
、
宮
殿
を
鎮
め
る
意
味
で
こ
の
祭
が
行
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な
わ
れ
、
こ
の
祝
詞
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

間
に
後
段
の
詞
章
が
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
）
17
（
い
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
首
肯
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
前
段
は
ほ
と
ん
ど
引
用
を

省
略
し
た
が
、
そ
れ
は
宮
殿
造
営
に
関
わ
る
詞
章
で
満
ち
て
い
る
。
一
方
、
引

用
⑷
以
下
の
後
段
は
、
造
営
さ
れ
た
宮
殿
内
で
、
主
で
あ
る
天
皇
と
神
々
、

人
々
と
の
融
和
を
大
宮
売
神
が
は
か
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
前
段
が
ハ
ー
ド

（
建
物
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
段
が
ソ
フ
ト
（
人
間
関
係
）
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
と
も
言
え
、
質
的
に
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
大
殿
祭
」
は
次
の
「
御
門
祭
」
と
と
も
に
斎
部
氏
が
宣
読
す
る
。
ま

た
注
記
「〈
古
語
に
〜
云
う
〉」
の
特
徴
か
ら
、
斎
部
広
成
撰
『
古
語
拾
遺
』

（
大
同
二
（
八
〇
七
）
年
成
立
）
と
の
共
通
性
も
虎
尾
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て

い
る
。『
古
語
拾
遺
』
に
お
い
て
大
宮
売
神
が
登
場
す
る
場
面
を
確
認
し
よ
う
。

仍
り
て
、
太
玉
の
命
・
天
児
屋
の
命
、
共
に
其
の
祈
祷
を
致
す
。
時
に
、

天
照
大
神
、
中
み
こ
こ
ろ
の
う
ち
心
に
独
り
謂お
も

ほ
さ
く
、「
比
こ
の
こ
ろ
あ
れ
こ
も

吾
幽
り
居
て
、
天
下
悉
く

に
闇く
ら

け
む
を
、
群か
み
が
み神
何
の
由
に
か
如か

く此
歌ゑ
ら
き

楽あ
そ

ぶ
。」
と
お
も
ほ
し
て
、
戸

を
聊
か
に
開
き
て
窺
み
そ
な
は

す
。
爰
に
、
天
手
力
雄
の
神
を
し
て
其
の
扉
を
引

き
啓あ

け
、
新に

ひ
み
や殿

に
遷
り
座
さ
し
む
。
則
ち
、
天
児
屋
の
命
・
太
玉
の
命
、

日
の
御み
つ
な綱
〈
今
、
斯し

利り

久く

迷め

縄な
は

と
い
ふ
。
是
、
日ひ
か
げ影
の
像か
た
ち

な
り
。〉
を
以

ち
て
、
其
の
殿
に
廻
懸
ら
し
、
大
宮
売
の
神
〈
是
、
太
玉
の
命
の
久く

し

び
志
備

に
生
み
ま
せ
る
神
な
り
。
今
の
世
に
内
侍
の
善
き
言こ
と
ば

・
美う
る
は

し
き
詞こ
と
ば

を

も
て
、
君
と
臣
と
の
間
を
和
げ
て
、
宸み
こ
こ
ろ襟
を
悦よ
ろ
こ懌
び
し
む
る
如
し
。〉
を

し
て
御
前
に
侍
は
し
む
。
豊と
よ
い
は
ま
と

磐
間
戸
の
命
・
櫛く
し
い
は
ま
と

磐
間
戸
の
命
の
二
は
し
ら

の
神
〈
是
、
並
、
太
玉
の
命
が
子
な
り
。〉
を
し
て
、
殿み
か
ど門
を
守ま

も衛
ら
し

む
。 

（『
古
語
拾
遺
』
四
四
〜
四
五
）
18
（
頁
）

　

天
照
大
神
が
天
の
石
窟
に
こ
も
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
再
び
外
へ
出
て
く

る
場
面
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
場

面
に
大
宮
売
神
は
登
場
し
な
い
。

　

引
用
の
少
し
前
か
ら
説
明
す
る
と
、
素
戔
嗚
尊
の
乱
行
に
怒
っ
た
天
照
大
神

は
天
の
石
窟
に
こ
も
り
、
世
の
中
は
暗
闇
と
な
る
。
八
十
万
の
神
は
天
の
河
原

に
集
ま
り
、
思
兼
の
神
を
中
心
に
天
照
大
神
を
石
窟
か
ら
出
そ
う
と
策
を
練
る
。

そ
の
と
き
鏡
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
道
具
類
が
造
ら
れ
る
が
、『
古
語
拾
遺
』

の
場
合
、
そ
れ
ら
の
中
に
「
瑞
殿
（
美み

づ

の

み

あ

ら

か

豆
能
美
阿
良
可
）」
な
る
建
物
が
あ
る
。

引
用
部
分
に
、
天
照
大
神
が
天
手
力
雄
の
神
に
よ
り
外
に
出
さ
れ
た
後
、
遷
さ

れ
た
「
新
殿
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
最
終
的
に
す
べ
て
の
道
具
類
が
整
い
、

天
鈿
女
の
命
を
歌
い
舞
わ
せ
、
太
玉
の
命
に
よ
り
鏡
に
ま
つ
わ
る
誘
い
文
句
が

唱
え
ら
れ
引
用
部
分
へ
と
続
く
の
で
あ
る
。「
太
玉
の
命
」
は
斎
部
氏
の
祖
先

神
、「
天
児
屋
の
命
」
は
中
臣
氏
の
祖
先
神
と
さ
れ
る
。

　

出
て
き
た
天
照
大
神
は
「
新
殿
」
に
遷
り
、「
其
の
殿
」
に
天
児
屋
の
命
と

太
玉
の
命
が
斯
利
久
迷
縄
を
ひ
き
め
ぐ
ら
し
、「
大
宮
売
の
神
」
を
天
照
大
神

の
御
前
に
さ
ぶ
ら
わ
せ
た
、
と
い
う
。

　

天
照
大
神
が
、
も
と
の
石
窟
に
戻
ら
な
い
よ
う
斯
利
久
迷
縄
を
後
ろ
へ
引
き

渡
し
た
、
と
さ
れ
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
記
述
と
ず
い
ぶ
ん
趣
が
異

な
る
。
大
宮
売
神
は
注
記
に
よ
り
太
玉
の
命
が
生
ん
だ
神
と
さ
れ
、
斎
部
氏
の

祖
先
神
に
連
ね
ら
れ
る
。
天
照
大
神
の
御
前
に
奉
仕
す
る
、
そ
の
具
体
的
な
役

割
に
つ
い
て
も
注
記
に
平
安
時
代
初
期
の
「
内
侍
」
と
同
様
の
旨
が
あ
り
、
天

照
大
神
と
他
の
神
々
の
融
和
を
は
か
る
仲
介
的
な
も
の
の
よ
う
だ
。
古
代
の
神
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を
後
代
の
朝
廷
内
の
職
掌
に
よ
り
説
明
す
る
と
い
う
奇
妙
な
叙
述
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
瑞
殿
」
に
つ
い
て
は
「
大
殿
祭
」
の
前
段
に
同
様
の
語
が
見
ら
れ

る
。
そ
こ
は
斎
部
氏
が
主
体
と
な
っ
て
「
皇
御
孫
の
命
の
御
殿
」
を
造
営
す
る

条
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
延
喜
式
』
祝
詞
「
大
殿
祭
」
と
『
古
語
拾
遺
』
の
天
照

大
神
の
天
の
石
窟
に
ま
つ
わ
る
段
は
、
注
記
と
い
う
表
記
上
の
特
徴
と
共
に
、

内
容
的
な
類
似
性
も
指
摘
で
き
る
。

　

他
の
箇
所
で
は
、
や
は
り
⑴
に
引
用
し
た
八
神
の
一
柱
と
し
て
「
高
皇
産

日
」
か
ら
順
に
列
挙
さ
れ
る
。
八
神
に
続
き
別
の
四
神
の
名
も
示
さ
れ
る
。
十

二
神
の
名
が
列
挙
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
別
の
四
神
の
名
は
引
用
⑴
〜
⑵
の
間
、

中
略
部
分
に
見
ら
れ
る
神
々
な
の
で
、
体
系
的
な
類
似
も
確
認
で
き
る
。

　

そ
の
た
め
か
、
近
代
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
、
大
宮
売
神
の
性
質
に
つ
い
て

は
研
究
者
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
に
つ
い
て
藤
原
茂
樹
氏
の

整
）
19
（
理
に
基
づ
き
、
論
者
の
確
認
し
た
先
行
研
究
も
加
え
、
折
口
信
夫
氏
の
見
解

以
下
、
次
に
示
し
て
お
く
。

★　
「
大
宮
乃
売　

御
殿
の
神
、
宮
殿
の
精
霊
。
女
と
考
え
て
「
お
ほ
み
や

の
め
」
と
い
う
。
つ
ま
り
あ
る
時
代
に
大
御
巫
が
最
も
大
切
に
仕
え
た
神
。

女
が
仕
え
た
か
ら
、
女
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
八
神
殿
に
仕
え
て
い
る
巫

女
が
祭
ら
れ
て
、
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
当
は
、
神
道
の
学
問
の
う

え
で
は
疑
問
の
神
で
あ
る
。（
中
略
）

　
「
め
」
は
、
妻
と
い
う
こ
と
で
、「
ひ
め
」
と
は
違
う
。
た
だ
の
女
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
本
当
は
、
宮
殿
の
精
霊
に
し
て
も
、「
大
宮

乃
売
」
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
「
め
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
以
上
、
神

は
男
で
、
そ
の
妻
と
い
う
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
「
ひ
め
」
と

「
め
」
と
が
区
別
さ
れ
る
。
宮
殿
の
精
霊
の
「
つ
ま
」。
な
ぜ
「
ひ
め
」
と

い
わ
ぬ
か
と
い
う
と
、
巫
女
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
神
格
化
し
た
神
だ
か

ら
だ
と
思
う
。
で
、
わ
れ
わ
れ
の
国
で
は
、「
大
宮
乃
売
」
と
い
う
の
は
、

何
か
へ
ん
な
神
で
あ
る
。
生
き
神
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
大
宮
の
神

が
あ
り
、
そ
れ
に
仕
え
る
巫
女
、
宮
殿
の
精
霊
に
仕
え
る
巫
女
な
の
だ
。

社
々
に
あ
る
姫
神
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
。
社
の
古
い
時
代
の
巫
女
が
、

神
格
化
し
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
歴
代
の
巫
女
も
そ
の
姫
神
を
通
じ

て
、
信
仰
的
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
で
、
巫
女
が
同
時
に
大
宮
の
精
霊
の

形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
当
は
、「
大
宮
乃
売
」
の
ほ
か
に
、
大
宮
の

神
が
あ
る
わ
け
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、「
大
宮
乃
売
」
と
天
子
と
の
関
係
が
わ
か
ら
な
い
。
屋
船

神
（
大
殿
祭
）
な
ど
と
い
う
種
類
の
も
の
と
は
違
う
ら
し
い
。
そ
の
こ
と

は
代
々
の
合
理
化
を
経
て
き
て
い
る
か
ら
、
後
の
こ
と
で
は
わ
か
ら
な
い
。

八
神
殿
の
中
で
第
一
位
の
神
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
素

性
が
わ
か
ら
な
い
。
八
神
殿
の
神
を
解
剖
し
て
み
て
も
結
局
わ
か
ら
な
い
。

「
大
宮
乃
売
」
に
は
疑
問
が
あ
る
。」（
折
口
信
）
20
（
夫
）

「
忌
部
氏
の
関
与
す
る
宮
殿
の
守
護
神
」（
津
田
左
右
）
21
（

吉
）

「
忌
部
氏
が
大
宮
売
神
を
同
氏
の
建
造
す
る
宮
殿
の
守
護
神
と
し
、
ま
た

内
侍
の
尊
崇
を
も
得
て
い
た
」（
西
宮
一
）
22
（
民
）

「
宮
廷
を
守
護
す
る
女
神
」「
宮
殿
の
な
か
の
神
々
を
祭
祀
す
る
巫
女
の
神

格
化
」（
斎
藤
英
）
23
（
喜
）

「
宮
中
の
平
安
を
守
る
女
神
ら
し
い
。
忌
部
氏
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
ろ
う
」（
虎
尾
俊
）
24
（
哉
）
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★「
新
嘗
の
準
備
に
奉
仕
す
る
女
神
」（
三
品
彰
）
25
（
英
）

「
新
穀
で
神
饌
と
神
酒
を
作
り
、
神
に
供
え
る
斎
女
の
神
格
化
」（
松

前
）
26
（

建
）

「
後
二
説
（
三
品
・
松
前
説
を
指
す
。
論
者
補
）
に
従
う
」（
藤
原
茂
）
27
（
樹
）

★「
宮
中
内
の
諸
事
を
掌
る
神
で
、
宮
中
造
酒
司
神
で
も
あ
っ
た
」（
中
村

幸
）
28
（
弘
）

　

先
に
見
た
『
延
喜
式
』
宮
中
八
神
、
あ
る
い
は
祝
詞
と
『
古
語
拾
遺
』
の
記

述
を
も
と
に
、
大
宮
売
神
が
倭
を
基
盤
と
し
た
朝
廷
の
宮
殿
と
と
も
に
成
立
し

た
（
認
識
さ
れ
た
）
と
考
え
る
と
折
口
氏
か
ら
虎
尾
氏
の
よ
う
な
捉
え
方
に
な

ろ
う
。
同
じ
『
延
喜
式
』
で
あ
っ
て
も
造
酒
司
の
神
で
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
れ

ば
、
三
品
氏
か
ら
藤
原
氏
の
よ
う
な
捉
え
方
と
な
る
。
特
に
藤
原
氏
は
、
大
宮

売
神
が
丹
波
に
出
自
を
も
つ
こ
と
を
重
視
し
、
垂
仁
天
皇
の
頃
、
丹
波
信
仰
が

宮
廷
信
仰
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
丹
波
信
仰
の
残
存
を
『
延
喜
式
』
中
の
大

宮
売
神
に
見
出
し
て
い
る
。
宮
殿
内
で
天
皇
と
人
々
と
の
融
和
を
な
す
と
さ
れ

る
面
に
つ
い
て
は
本
来
の
大
宮
売
神
な
り
、
丹
波
信
仰
か
ら
す
る
と
「
い
さ
さ

か
権
威
が
拡
張
し
す
ぎ
て
」
お
り
、「
忌
部
を
通
し
て
忌
部
サ
イ
ド
の
祭
り
上

げ
が
進
み
す
ぎ
た
」
と
見
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
全
体
を
通
じ
て
考
え
る
と
、
ま
ず
丹
後
地
方
に
大
き
な
勢
力
が
あ

り
、
そ
こ
で
は
大
宮
売
神
な
る
神
を
主
神
（
国
霊
）
と
し
て
祀
っ
て
い
た
。
こ

の
勢
力
は
大
和
朝
廷
が
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
を
ま
と
め
る
以
前
よ
り
、

倭
を
中
心
と
し
た
勢
力
（
後
の
大
和
朝
廷
）
と
交
渉
を
持
ち
、
関
係
を
築
い
て

い
た
。
こ
の
関
係
は
主
と
し
て
婚
姻
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
一
端
が
開
化
天
皇

の
頃
の
竹
野
媛
に
関
す
る
記
事
、
垂
仁
天
皇
の
頃
の
日
葉
酢
媛
姉
妹
の
記
事
に

う
か
が
え
）
29
（
る
。
関
係
を
強
化
す
る
過
程
で
大
宮
売
神
は
、
倭
側
の
勢
力
内
へ
持

ち
込
ま
れ
、
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
重
視
さ
れ
、
八
神
の

一
柱
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
ま
で
に
斎
部
氏
の
関
与
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
性
質
か
ら
造
酒
司
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
が
て
具
体
的
に
祝
詞
と
し
て
唱
え
ら
れ
、
祭
ら

れ
、『
古
語
拾
遺
』『
延
喜
式
』
に
至
り
、
そ
の
名
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
三
つ
の
面
を
持
っ
て
い
た
が
、
互
い
の
関
係
を
説
明
で
き
る
伝
承

は
失
わ
れ
、
そ
の
名
の
み
が
共
通
す
る
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
大
宮
売
神
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
神
々
の
体
系
に
位
置
づ
け
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
の
で
、
右
を
踏
ま
え
、〈
大
宮
〉
の
視
点
か
ら
気

が
つ
い
た
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

　

ま
ず
、
丹
後
地
方
の
主
要
神
で
あ
っ
た
大
宮
売
神
が
、
丹
後
地
方
出
身
の
キ

サ
キ
に
よ
っ
て
倭
（
後
の
大
和
朝
廷
）
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

で
あ
る
。
自
ら
の
勢
力
外
で
奉
じ
ら
れ
て
き
た
神
を
ど
の
よ
う
に
祀
る
か
（
あ

る
い
は
排
除
す
る
か
）
は
大
変
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
。『
古
語
拾
遺
』

に
も
天
照
大
神
を
伊
勢
に
祀
る
に
い
た
る
い
き
さ
つ
が
、
神
と
の
同
居
を
避
け

る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
竹
野
媛
あ
る
い
は
日
葉
酢
媛
姉
妹
と
い
っ
た
丹

後
出
身
の
女
性
達
が
奉
じ
る
出
身
地
の
神
に
つ
い
て
も
、
受
け
入
れ
る
倭
側
に

同
様
の
危
惧
が
生
じ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
だ
が
受
け
入
れ
側
の
倭
の
人
々
に

と
っ
て
、
そ
の
名
は
大
変
受
け
入
れ
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
「
大
宮
」
は
、
自
分
た
ち
が
「
天
皇
」
あ
る
い
は
「
皇
御
孫
」
と
し
て
仕
え

る
王
の
居
所
で
あ
り
、「
売
」
が
、
先
の
折
口
氏
の
見
解
に
あ
っ
た
よ
う
「
妻
」

の
意
で
捉
え
ら
れ
れ
ば
、
キ
サ
キ
そ
の
人
の
神
と
な
る
か
ら
だ
。
日
々
、
キ
サ
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キ
を
中
心
と
し
た
女
性
達
が
大
宮
売
神
を
祀
り
、
ま
た
夫
た
る
天
皇
の
治
世
を

支
え
た
と
し
た
ら
、
そ
の
信
仰
は
丹
後
出
身
の
女
性
に
限
ら
ず
拡
大
し
、
宮
廷

内
で
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
キ
サ
キ
を
発
端
と
し
た
人
々
の
交
流
の
中

で
造
酒
の
知
識
や
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
大
宮
売
神
の
お
か
げ
と

な
り
、
そ
の
後
、
丹
後
出
身
の
キ
サ
キ
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
集
団
が
失
せ
て
も
、

同
神
が
祀
ら
れ
な
が
ら
宮
中
で
造
酒
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
十
分
、
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
そ
も
そ
も
大
宮
売
神
が
丹
後
で
祀
ら
れ
る
際
に
必
要
と
さ
れ
た
性
質

や
、
起
源
で
あ
る
丹
後
の
地
と
の
つ
な
が
り
も
問
わ
れ
な
く
な
る
。
キ
サ
キ
の

神
、
あ
る
い
は
キ
サ
キ
を
中
心
と
す
る
女
性
達
が
信
奉
す
る
神
と
し
て
重
要
な

位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

　

実
際
が
こ
れ
ほ
ど
単
純
で
な
く
と
も
、
女
性
を
介
し
て
倭
側
へ
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
、
そ
の
後
、
あ
ま
り
時
を
経
ず
し
て
倭
内
で
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
、
丹
後
地
方
の
主
要
神
と
の
切
り
離
し
も
速
か
っ
た
こ
と
、
倭
内

で
は
女
性
を
中
心
に
信
奉
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
丹
後
地

方
と
の
関
わ
り
が
絶
た
れ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
知
る
者
が
倭
側
に
い
な
く
な
り
、

大
宮
売
神
が
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
る
状
況
を
う
け
て
斎
部
氏
が
そ
の
神
を
祖
先

神
と
し
て
取
り
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
丹
後
出
身
の
人
々
が
倭
側

へ
持
ち
込
も
う
と
し
た
時
点
で
、
斎
部
氏
は
祀
り
方
な
ど
に
関
わ
り
、
倭
側
で

重
要
視
さ
れ
る
べ
く
導
き
、
取
り
込
み
な
が
ら
信
奉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
斎
部
氏
も
自
ら
の
祖
先
神
と
し
て
取
り
込
む
に
あ
た
っ
て

は
、
丹
後
の
地
に
起
源
を
持
つ
こ
と
や
、
そ
も
そ
も
持
っ
て
い
た
性
格
な
ど
か

ら
切
り
離
し
て
、
同
神
を
新
た
に
据
え
直
す
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
や

は
り
「
大
宮
」
と
い
う
名
の
下
に
、
宮
殿
造
営
に
関
わ
る
祝
詞
の
中
に
入
れ
る
、

そ
れ
が
最
初
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
が
す
で
に
あ
る
祝
詞
の
中
に
、
具
体
的
な

役
割
を
持
っ
て
混
入
す
る
よ
う
な
こ
と
は
難
し
く
、
新
た
な
祝
詞
を
付
け
加
え

た
。
造
営
後
の
宮
殿
に
あ
っ
て
人
々
の
融
和
を
は
か
り
、
主
た
る
天
皇
を
守
護

す
る
神
と
し
て
、
で
あ
る
。

　

こ
の
性
格
づ
け
が
い
か
に
希
薄
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
す
の
が
、『
古
語

拾
遺
』
に
見
ら
れ
る
注
記
で
あ
る
。
祝
詞
と
同
様
に
「
大
宮
」
の
名
の
下
、
宮

殿
造
営
の
関
連
か
ら
天
の
石
窟
の
物
語
の
中
に
組
み
込
み
、「
太
玉
の
命
」
が

生
ん
だ
神
と
紹
介
し
た
ま
で
は
よ
い
。
と
こ
ろ
が
本
文
に
「
御
前
に
侍
」
ら
ふ

と
さ
れ
る
役
割
は
、
注
記
で
「
今
の
世
に
内
侍
の
善
き
言こ
と
ば

・
美う
る
は

し
き
詞こ
と
ば

を

も
て
、
君
と
臣
と
の
間
を
和
げ
て
、
宸み
こ
こ
ろ襟
を
悦よ
ろ
こ懌
び
し
む
る
如
し
」
と
、
祝
詞

「
大
殿
祭
」
に
あ
っ
た
「
言
直
し
和
し
」
を
内
侍
の
職
掌
に
例
え
る
こ
と
で
精

一
杯
で
あ
る
。「
売
神
」
で
あ
る
こ
と
を
、
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

当
初
「
大
宮
」
の
語
に
接
点
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
宮
殿
造
営
と
は
異
な
り
、

具
体
性
に
欠
け
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
斎
部
氏
に
よ
っ
て
大
宮
売
神
の
祭
り
上
げ
は
進
ん
だ
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
解
釈
や
性
格
付
け
・
意
義
付
け
と
い
っ
た
も
の
は
さ
ほ
ど
進
ま
ず
、

名
称
か
ら
連
想
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
式
を
編

纂
す
る
時
局
に
あ
た
り
、
あ
る
い
は
、
中
臣
氏
に
対
す
る
斎
部
氏
の
主
張
を
唱

え
る
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
、
勢
い
、
当
時
の
「
内
侍
」
を
例

え
と
す
る
注
記
を
生
み
出
し
た
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
が
、

大
宮
売
神
の
役
割
が
、
一
旦
、
当
時
の
「
内
侍
」
の
役
割
に
例
え
ら
れ
、
そ
の

考
え
方
を
ベ
ー
ス
に
式
の
編
纂
と
い
う
長
い
事
業
の
中
、
神
事
に
お
い
て
も
儀
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式
次
第
そ
の
他
と
と
も
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
当
の

内
侍
、
内
侍
司
の
女
官
達
は
大
宮
売
神
を
身
近
に
感
じ
、
そ
の
神
の
も
と
自
分

達
の
日
常
の
職
務
や
行
為
が
成
り
立
つ
と
考
え
よ
う
。
あ
る
い
は
監
視
さ
れ
て

い
る
と
感
じ
る
よ
う
な
畏
怖
の
念
を
含
め
た
信
仰
を
持
つ
よ
う
に
な
ろ
う
。
伝

説
的
な
上
代
の
頃
よ
り
長
い
年
月
を
か
け
、
丹
後
出
身
の
キ
サ
キ
を
中
心
と
し

た
女
性
集
団
か
ら
大
宮
売
神
は
切
り
離
さ
れ
、
斎
部
氏
に
よ
る
祭
り
上
げ
が
進

ん
だ
。
そ
の
末
に
、
書
記
言
語
に
よ
る
記
録
化
と
公
表
（
主
張
）
が
あ
り
、
再

び
朝
廷
内
の
女
性
集
団
の
中
に
そ
の
存
在
が
意
識
さ
れ
、
信
仰
が
取
り
戻
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
　
結
び

　

斎
部
広
成
に
よ
り
『
古
語
拾
遺
』
が
撰
上
さ
れ
た
の
は
大
同
二
（
八
〇
七
）

年
、
平
城
天
皇
の
御
代
で
あ
っ
た
。
斎
部
氏
に
よ
り
「
大
宮
売
神
」
が
「
内

侍
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
三
年
後
に
は
、
嵯
峨
天
皇
の
御
代
に
変
わ
り
、
新
た

に
蔵
人
所
が
設
置
さ
れ
る
。
平
城
上
皇
は
ま
も
な
く
出
家
、
尚
侍
藤
原
薬
子
は

解
任
の
後
、
自
殺
し
た
。
い
わ
ゆ
る
薬
子
の
変
で
あ
る
。
斎
部
氏
が
平
城
天
皇

の
そ
ば
で
権
威
を
ふ
る
う
薬
子
に
大
宮
売
神
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
結
果
の
注

記
で
あ
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。

　

し
か
し
そ
の
直
後
、
内
侍
司
に
仕
え
る
女
官
達
は
自
分
た
ち
の
立
場
、
存
在
、

あ
る
い
は
職
掌
が
何
た
る
か
を
問
わ
れ
る
事
態
に
陥
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
時
を
同

じ
く
し
て
行
わ
れ
た
、
各
式
に
お
け
る
大
宮
売
神
の
明
文
化
、
そ
れ
に
連
な
る

存
在
で
あ
る
と
い
う
祭
祀
の
家
か
ら
の
物
言
い
は
、
大
い
に
救
い
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

平
安
時
代
の
幕
開
け
か
ら
、
式
の
編
纂
が
幾
度
と
繰
り
返
さ
れ
た
間
、
大
宮

売
神
は
式
の
神
事
・
儀
礼
の
次
第
に
基
づ
き
宮
中
や
伊
勢
の
斎
宮
に
祀
ら
れ
、

内
侍
た
ち
の
拠
り
所
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
同
じ
平
安
時
代
も
進
ん
で
い
く
と
、

次
第
に
「
宮
」
に
住
む
人
々
、
特
に
「
皇
后
（
キ
サ
キ
）」
を
発
端
と
し
て
、

「
〜
宮
」
と
称
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

物
語
に
お
け
る
〈
大
宮
〉
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
と
、「
大
宮
」
の
語
が

人
に
対
す
る
用
例
と
し
て
確
認
で
き
る
以
前
、
平
安
時
代
初
期
の
様
相
を
「
〜

宮
」
の
用
例
、「
大
宮
売
神
」
の
用
例
を
手
掛
か
り
に
考
察
し
て
き
た
。
や
や

時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
す
ぎ
た
感
も
あ
る
が
、
一
つ
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

「
宮
（
ミ
ヤ
）」
と
呼
ば
れ
る
建
物
と
女
性
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
で
あ
る
。
人

へ
の
使
用
が
、「
后
宮
（
キ
サ
キ
ノ
ミ
ヤ
）」
か
ら
始
ま
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

「
大
宮
売
神
」
は
「
売
」
を
も
っ
て
女
神
で
あ
る
こ
と
が
始
め
か
ら
示
さ
れ
て

い
た
。「
売
」
が
わ
ざ
わ
ざ
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
折
口
氏
の
言
う
「
大
宮
の

神
」
な
る
男
神
の
存
在
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
神
は
確
認
さ
れ
な

か
っ
た
。「
大
宮
」
つ
ま
り
は
天
皇
の
住
む
宮
殿
、
そ
の
主
で
あ
る
天
皇
そ
の

人
を
「
大
宮
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
逆
に
女
神
で

あ
る
こ
と
が
必
然
で
あ
っ
た
か
の
印
象
を
受
け
る
。

　

立
派
な
御
殿
に
は
女
性
が
住
み
、
女
性
に
よ
っ
て
建
物
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ

に
暮
ら
す
人
々
も
守
ら
れ
る
と
い
っ
た
確
固
た
る
考
え
の
根
深
さ
、
根
強
さ
。

こ
れ
も
ま
た
一
種
の
信
仰
と
言
え
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
垣
間
見

た
思
い
で
あ
る
。
こ
の
根
強
い
考
え
が
、
さ
ら
に
時
代
を
経
て
作
り
物
語
に

〈
大
宮
〉
と
呼
ば
れ
る
登
場
人
物
を
配
し
、
受
け
入
れ
る
素
地
と
も
な
っ
て
い

よ
う
。
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注
1　

米
田
雄
介
「
大
宮
管
見
」『
日
本
歴
史
』
278
、
昭
和
四
六
年
七
月

2　

高
田
信
敬
「
大
斎
院
名
義
考
証
」『
創
立
三
十
周
年
記
念　

鶴
見
大
学
文
学
部
論

集
』
平
成
五
年
三
月

　
　

高
田
氏
は
右
の
論
考
で
、
注
1
の
米
田
論
文
は
「「
大
宮
」
が
近
世
に
至
る
ま
で
太

皇
太
后
を
さ
し
た
こ
と
を
例
証
す
る
。
た
だ
し
『
紫
式
部
日
記
』
以
下
国
文
学
の
資

料
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
少
な
く
、
な
お
補
訂
の
必
要
が
あ
る
」（
注
31
、
四
六
頁
）
と

指
摘
し
て
い
る
。
高
田
氏
は
、「
大
斎
院
」
の
考
察
を
通
じ
て
「
大
（
オ
ホ
）」
に
言

及
し
、
そ
こ
で
「
次
代
の
存
在
を
前
提
と
し
先
行
す
る
代
に
冠
し
て
用
い
る
こ
と
、

先
に
記
し
た
よ
う
に
「
大
」
の
機
能
の
一
つ
だ
が
、
他
に
も
種
々
の
役
割
が
あ
る
、

ま
た
そ
れ
が
ど
の
用
法
な
の
か
解
し
に
く
い
も
の
も
存
す
る
。
い
く
つ
か
例
示
す
る

と
、
ま
ず
「
大
宮
」。
皇
太
后
、
太
皇
太
后
の
称
と
も
老
い
た
宮
の
称
と
も
注
さ
れ
る

し
、
そ
の
通
り
で
済
ま
せ
う
る
例
も
あ
ろ
う
が
、
次
世
代
の
、
す
な
わ
ち
子
の
存
在

に
よ
っ
て
そ
の
母
が
「
大
宮
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
」（
四
〇
頁
）
と
し
『
紫
式

部
日
記
』
で
の
藤
原
彰
子
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
『
紫
式
部
日
記
』
中
の
〈
大
宮
〉
の
用
例
は
、
中
宮
で
あ
る
彰
子
に
対
す
る
の
も
の

で
、
皇
太
后
、
太
皇
太
后
の
称
と
は
言
え
な
い
。
右
の
高
田
氏
の
指
摘
は
、
萩
谷
朴

氏
の
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
上
下
巻
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
、
四
十
八
年
）

上
巻
、
四
五
〇
頁
下
段
末
、
下
巻
、
四
一
四
頁
上
段
末
に
お
け
る
見
解
と
も
一
致
し

て
い
る
。

3　
「『
源
氏
物
語
』
左
大
臣
の
妻
〈
大
宮
〉
に
つ
い
て
」
高
橋
亨
編
『
源
氏
物
語
と
帝
』

森
話
社
、
平
成
十
六
年
六
月

　
「〈
大
宮
〉
考
―
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
前
後
―
」『
静
大
国
文
』
44
、
平
成
十
七
年
三

月

　
「『
源
氏
物
語
』〈
大
宮
〉
考
―
弘
徽
殿
女
御
の
場
合
―
」『
文
学
・
語
学
』（
全
国
大
学

国
語
国
文
学
会
）
181
、
平
成
十
七
年
三
月

　
「『
源
氏
物
語
』〈
大
宮
〉
考
―
明
石
中
宮
の
場
合
―
」『
國
學
院
雑
誌
』
106
―

5
、
平
成

十
七
年
五
月

　
「
第
三
部
に
お
け
る
女
三
の
宮
―
〈
大
宮
〉
た
る
明
石
中
宮
と
女
二
の
宮
の
降
嫁
―
」

『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語　

女
三
の
宮
』
上
原
作
和
編
、
勉
誠
出
版
、
平
成
十
八
年
五

月

　
「
源
氏
物
語　
〈
大
宮
〉
考
―
式
部
卿
宮
の
場
合
―
」『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
九

集
、
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
、
新
典
社
、
平
成
十
九
年
五
月

4　

注
1
の
米
田
論
文
、
第
五
節
。

5　

注
3
の
拙
稿
「〈
大
宮
〉
考
―
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
前
後
―
」（『
静
大
国
文
』
44
、

平
成
十
七
年
三
月
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

6　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』
三
省
堂
、
平
成
十
九
年
十
一
月

7　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』
三
省
堂
、
平
成
十
九
年
十
一
月

8　

大
野
晋
担
当
「
三　

訓
読
」『
日
本
書
紀　

上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
新
装
版
、

岩
波
書
店
、
平
成
五
年
九
月
）
を
参
照
。

9　
『
日
本
書
紀　

上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
新
装
版
、
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
九

月
）
二
二
一
頁
。

10　
『
日
本
書
紀　

上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
新
装
版
、
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
九

月
）
二
二
一
頁
の
頭
注
二
四
。

11　
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
、
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、
平
成

八
年
十
月
）
に
よ
る
。

12　
『
古
今
和
歌
集
』
の
本
文
は
、
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
上
・
下
（
右
文

書
院
、
平
成
八
年
十
月
）
に
よ
る
。

13　
「〈
大
宮
〉
考
―
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
前
後
―
」（『
静
大
国
文
』
44
、
平
成
十
七

年
三
月
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

14　

門
脇
禎
二
「「
旦
波
（
丹
後
）
王
国
」
と
「
倭
王
国
」
―
丹
後
の
大
宮
売
神
・
羽
衣

天
女
―
」『
古
代
日
本
の
「
地
域
国
家
」
と
「
ヤ
マ
ト
王
国
」』
上
、
学
生
社
、
平
成

十
二
年
三
月

15　
『
日
本
三
代
実
録
』
の
本
文
は
、
武
田
祐
吉
・
佐
藤
謙
三
訳
『
読
み
下
し　

日
本
三

代
実
録
』
上
巻
・
清
和
天
皇
（
光
祥
出
版
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）
に
よ
る
。

16　
『
延
喜
式
』
の
本
文
は
、
虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式　

上
』
訳
注
日
本
史
料
（
集
英
社
、

二
〇
〇
〇
年
五
月
）
に
よ
る
。
原
漢
文
だ
が
、
右
書
の
訓
み
下
し
文
を
引
用
し
た
。

以
下
同
じ
。

17　

注
16
『
延
喜
式
』、「
大
殿
祭
」
補
注
、
九
一
八
頁
。

18　
『
古
語
拾
遺
』
の
本
文
は
、
中
村
幸
弘
・
遠
藤
和
夫
共
著
『『
古
語
拾
遺
』
を
読
む
』

（
右
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
二
月
）
に
よ
る
。
原
漢
文
だ
が
、
右
書
の
訓
み
下
し
文
を
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引
用
し
た
。

19　

藤
原
茂
樹
「
ヒ
バ
ス
ヒ
メ
皇
后
と
大
宮
売
神
―
酒
神
の
考
察
―
」『
山
手
国
文
論

攷
』
一
二
（
一
九
九
一
年
三
月
）
の
「
造
酒
司
の
神
」
の
章
を
参
照
。

20　

折
口
信
夫
「
祈
年
祭
」『
折
口
信
夫
全
集
』
ノ
ー
ト
編
・
第
九
巻
（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
一
年
十
二
月
）
一
八
七
〜
一
八
八
頁
。

21　

津
田
左
右
吉
「
古
語
拾
遺
の
研
究
」『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
年
）
五
〇
〇
頁
。

22　

西
宮
一
民
『
古
語
拾
遺
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
三
月
）
七
七
頁
。

23　

斎
藤
英
喜
「
大
殿
祭
と
大
宮
売
命
―
そ
の
祭
祀
と
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
神
語
り

研
究
』
四
（
一
九
九
四
年
七
月
）
三
三
、
四
五
頁
。

24　

注
16
、
九
一
三
頁
。

25　

三
品
彰
英
「
大
嘗
祭
の
問
題
点
」『
古
代
祭
政
と
穀
霊
信
仰
』（
平
凡
社
、
一
九
七

三
年
）
四
一
九
頁
。

26　

松
前
建
「
天
孫
降
臨
の
司
令
者
」『
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀
』（
塙
書
房
、
一
九
七

四
年
）
五
五
頁
。

27　

注
19
、
七
頁
。

28　

注
18
、
九
九
頁
。

29　

こ
こ
ま
で
に
つ
い
て
は
注
14
、
門
脇
論
文
に
詳
し
い
。

付
記　

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
に
行
わ
れ
た
古
代
文
学
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
「「
大

宮
売
神
」
考　

〜
〈
大
宮
〉
考
の
た
め
に
〜
」
に
基
づ
く
。
会
期
中
、
ご
意
見
い
た

だ
い
た
会
員
諸
氏
、
司
会
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
浅
尾
広
良
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

口
頭
発
表
に
い
た
る
ま
で
、
ピ
ン
チ
を
何
度
も
救
っ
て
い
た
だ
い
た
阿
部
好
臣
氏
、

口
頭
発
表
後
に
貴
重
な
ご
教
示
を
幾
度
と
な
く
い
た
だ
い
た
糸
井
通
浩
氏
（
両
氏
と

も
同
会
会
員
）
に
も
あ
わ
せ
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
ど
い
・
な
お
こ　

本
学
常
勤
講
師
）




